
  

2006年の国際熱帯木材協定 
協定の目的（第1条） 

１ 持続可能かつ合法的な熱帯木材貿易の拡大・多様化 

２ 熱帯林の持続可能な経営の促進 

政策活動、事業
活動を通じた促
進、実現 

ITTO理事会 
最高議決機関 

年1回以上開催 

加盟消費国 
（1000票） 

熱帯木材を輸入・消費する国 

中国、日本、米国等 

加盟生産国 
（1000票） 

熱帯木材を生産する国 

中南米、アフリカ、東南アジア等 

協議、協力 

政策活動 

熱帯天然林の経営ガイドライン 

持続可能な熱帯林経営のための基準・指標 

熱帯木材の認証に関する調査 

加盟生産国への調査団派遣 

森林火災対策ガイドライン  etc. 

事業活動 

違法伐採対策のための人材育成 

木材貿易の統計能力の向上 

国境を挟んだ国立公園の管理 

木材製品の品質規格テスト施設支援 

村落林業の推進  etc. 

  


